
治山林道事業留意事項（平成 30 年 4 月版）正誤表

１／１

（正）   （誤） 

共通事項 

1．設計歩掛適用基準 

（1）～（5） 略 

 (6)機械損料の割増計算 

（建設機械等損料算定表より）

〔時間割増〕

運転１時間当り損料×（１＋割増率）＋供用１日当り損料×運転時間÷供用日数

（３）
（５）

（９） × （１＋割増率） ＋ （１１） ÷ ＝　割増補正後の機械損料

※各計算の有効桁数

（９）  × （１＋割増率）有効数字３桁（４桁目を四捨五入）

（３）
（５）

(但し、切盛流用計画に係るものは
有効数字２桁（３桁目を四捨五入）とする)

（３）
（５）

･････････････････････有効数字３桁（４桁目を四捨五入）

（１１） ÷ ･･･････有効数字３桁（４桁目を四捨五入）

例）ブルドーザ[普通]１５ｔの場合 

５８０
２００

　　　 　２,４８０　　  　　＋　８,０１０　÷　　２.９

　　　 　２,４８０　　 　　　＋　　　　２,７６０ ＝　５,２４０円

１,９８０　×（１＋０.２５）＋　８,０１０　÷

（7）～略 

共通事項 

1．設計歩掛適用基準 

（1）～（5） 略 

 (6)機械損料の割増計算 

（建設機械等損料算定表より）

〔時間割増〕

運転１時間当り損料×（１＋割増率）＋供用１日当り損料×運転時間÷供用日数

（３）
（５）

（９） × （１＋割増率） ＋ （１１） ÷ ＝　割増補正後の機械損料

※各計算の有効桁数

（９）  × （１＋割増率）･･･ 有効数字３桁（４桁目を四捨五入）

（３）
（５）

（３）
（５）

･････････････････････ 有効数字２桁（３桁目を四捨五入）

（１１） ÷ ･･･････････ 有効数字３桁（４桁目を四捨五入）

例）ブルドーザ[普通]１５ｔの場合 

５８０
２００

　　　 　２,４８０　　  　　＋　８,０１０　÷　　２.９

　　　 　２,４８０　　 　　　＋　　　　２,７６０ ＝　５,２４０円

１,９８０　×（１＋０.２５）＋　８,０１０　÷

（7）～略 

別添


